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平成 25 年３月 28 日 

 
平成 24 年「公共サービス改革基本方針」の見直しに係る意見募集への対応について 

 

公共サービス改革推進室 

 

平成 24 年 11 月１日（木）から 11 月 21 日（水）までの間、「公共サービス改革基

本方針」の見直しに係る意見募集を行った結果、４主体より 12 件の意見があった。

内閣府においては、平成 24 年 12 月 21 日（金）に当該意見に対する所管府省の回答

をホームページで公表した。 

 

１ 主な意見項目 （別紙参照） 

  【国の行政機関等に関する意見】 

   ・公共サービス改革基本方針に対する意見： ６件 

   ・公金の徴収等に関連する業務： ３件 

・基幹統計等統計調査に関連する業務： １件 

  【地方公共団体の業務に関する意見】 

   ・公金の徴収等に関連する業務： ２件 

 

２ 今後の対応について 

 ① 公共サービス改革基本方針に対する意見（管理番号 国 20120101～20120106） 

   当該意見については、公共サービス改革基本方針改定の際に、適宜対応する。 

 ② 国の行政機関等の公金の徴収等に関連する業務（管理番号 国 20120107,20120109） 

  医業未収金支払案内業務は民間競争入札を実施していたが、国立病院機構が直

接実施することとしたものであり、当面はその実施状況を見る必要がある。 

  沖縄振興開発金融公庫の貸付事業の債権回収業務については、地域の特殊性を

考慮しつつ、今後も注視していくこととする。 

③ 基幹統計等統計調査に関連する業務（管理番号 国 20120108） 

   民間競争入札の実施によりコスト削減効果や質の向上が見込まれる統計調査

については、対象事業として追加していくこととする。 

 ④ 地方公共団体等の公金の徴収等に関連する業務（管理番号 地方20120201,20120202） 

   平成 18、19 年度の意見募集において同趣旨の意見があり、監理委員会（徴収

分科会等）では自主的納付や弁護士法７２条等を検討したところであるが、現在、

地方公共サービス小委員会において、地方公共団体の多額の未収債権の回収促進

のため、民間委託のあり方について検討していることを踏まえ、同小委員会にお

いて本意見への対応を含め検討することとする。 
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措置の概要（対応策）
所管

府省庁

地方
20120201

民間事業者

地方公共団
体が行って
いる地方税
の徴収業務
について官
民競争入札
等（市場化テ
スト）を実施

地方公共団体が抱える地方税（住民税、固定資産税、軽自動車税など）未収金につい
て、徴収業務を官民競争入札等の対象とすることにより、民間の創意工夫が発揮され、
より良質かつ低コストでの業務運営が可能になると考えられる。

地方税などの租税債権は地方公共団体等の重要な歳入であるが、特に地域住民
と近い位置にある地方自治体においては租税債権の公平性維持により納税者の
モラルハザードを防ぎ、収納率の維持、向上が課題となります。　また適切な徴税
コストを実現することも地方自治体には求められており、公権力行使の問題もある
が、同様債権で国民年金保険料の官民競争入札は先行しており、その点からも
官民競争入札に馴染むものとして、官民競争入札の対象として民間の創意工夫
の発揮効果が高いものと考える。徴収委託の候補に挙がる私人は、民間サービ
サー等。（サービサー法の改正も期待される。）

・地方税法上の「督促」、滞納処分のための「質問・検査」、「差押」等については、公務
員の中でも徴税吏員に限定して認められている公権力の行使そのものであり、租税の
性格上、民間委託等になじまないものと考えられる。また、これらの公権力の行使と密
接に関係を有する地方税の徴収業務における請求行為についても、民間委託等にな
じまないものと考えられる。
・なお、地方税の徴収業務を官民競争入札等の対象とすることについては、国税との
整合性について考慮する必要がある。

総務省

地方
20120202

民間事業者

地方公共団
体の未収金
徴収業務の
包括委託に
ついて官民
競争入札等
（市場化テス
ト）を実施

地方公共団体が抱える未収金（公債権及び私債権）の徴収業務を一括・包括的に官民
競争入札等の対象とすることにより、民間の創意工夫が発揮され、より良質かつ低コスト
での業務運営が可能になると考えられる。

地方公共団体が抱える様々な未収金（公債権、私債権）を債権回収業務のノウハ
ウを有する民間企業を活用した官民競争入札の対象として民間の創意工夫の発
揮効果が高いものと考える。官民競争入札の導入により、公債権のうち租税債権
等の国税徴収法に基づく強制徴収可能債権については、徴税吏員等と同等の業
務執行が可能になること（公権力の行使、弁護士法第72条との整合性）、公債権
と私債権の滞納者等情報の共有化で各地方公共団体等が条例や事務分掌で独
自運営している先行事例などを、市場化テストで共通仕様とすることで広く定着さ
れることも有効と思われる。

・地方税法上の「督促」、滞納処分のための「質問・検査」、「差押」等については、公務
員の中でも徴税吏員に限定して認められている公権力の行使そのものであり、租税の
性格上、民間委託等になじまないものと考えられる。
・なお、地方税の徴収業務を官民競争入札等の対象とすることについては、国税との
整合性について考慮する必要がある。
・また、地方自治法第２３１条の３の規定により地方税の滞納処分の例により処分する
ことができる歳入（強制徴収により徴収できる債権）もあり、これらの歳入の特性を踏ま
えると、様々な未収金の徴収業務を一括・包括的に民間委託することは困難であると
考えられる。

総務省

平成２４年度  競争の導入による公共サービスの改革（地方公共団体）

管理NO
提案

主体名
要望事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
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